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[内容要旨] 
 

近年の急速な技術革新の進展や経済のソフト化・サービス化は、労働者に必要とされる職業能

力の質にも影響を与えていると言われる。また、派遣労働者や女子の再就職の増加は従来の技能

検定制度をはじめとする職業能力評価制度が前提としていた労働者の就業形態を変化させつつあ

る。 

本研究は、このような状況変化の中で、現在どのような職業能力評価制度が真に求められてい

るのかを主として企業等制度のユーザーの立場から問い直し、職業能力評価制度のあり方の方向

付けの試みを行ったものである。 

 

1 職業能力評価の目標一人材の活性化 

 

日進月歩の技術革新の波が職場の隅々まで広がり、いまや ME 機器を操作できないと業務が

滞ってしまう時代となった。加えて、国際化が急激かつ広範に進められ、また、価値観多様化

の時代、情報化の時代と言われており、経済におけるサービス的・ソフト的分野が急速に拡大

している。 

このような環境変化の中で、企業が存続発展するためのポイントは、経営者といわず、従業

員といわず企業の全構成員が活性化し、企業の活力を維持していくことであると言える。 

 

2 職業能力評価制度の現状 

 

（1）職業能力の意義 

職業能力とは、業務の遂行に必要な能力であると考えられる。職業能力は、技能、知識、

モラール、体力、気力、判断力、企画力、創造力、統率力、問題解決能力等々からなってお
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り、時代によっても、職種によっても必要とされる職業能力の要素は異なっている。また、

職業能力評価を行う場合に対象となる要素によって評価方法が異なり、普遍化しにくいもの

がある。しかし、客観化、普遍化が難しいモラール、判断力、統率力といった職業能力であ

っても企業がその構成員の職業能力評価を行う場合には必須なものであり、これらについて

は一般に、その者の上司が職場における勤務の中で評価している。 

 

（2）職業能力の評価の目的 

職業能力評価の目的は、①公的職業能力評価に見られるように国等が国民の生命、財産と

いうような「公的の利益」の為に就業制限や必置義務を伴う資格を設け、それに関する職業

能力を評価するもの、②企業内の職業能力評価に見られるように昇進、昇格等企業内の「人

事、労務管理」のために社員の職業能力を評価するもの、③技能検定等の公的職業能力評価

にも民間職業能力評価にも見られるように「職業能力や技術等の向上」のために職業能力を

評価するものに大別される。 

 

（3）職業能力評価の体系 

 

 

3 職業能力評価をめぐる環境変化の方向 

 

企業を取り巻く社会経済環境の変化で、終身雇用型労働者とは雇用形態、雇用関係の異なる

労働者が増加している。さらに、産業構造の転換、倒産、企業規模縮小により転職を余儀なく

される中高年齢者も多くなっている。転職者の適職選択と処遇のためにも職業能力評価制度は

有効に機能を果たす必要がある。このためには誰でも受けることができるように開かれている

必要がある。 

 

4 職業能力評価制度の方向 

 

現在の職業能力評価制度は、終身雇用を前提として位置づけられており、派遣労働、女子、

中高年齢者等の再就職、パートタイム労働、出向などの雇用の多様化に十分対応しきれていな

い。専門職を対象とした新しい職業能力評価制度の確立が必要である。 

職業能力評価 

公的職業能力評価 

企業内の職業能力評価 

就業制限や必置義務を伴うもの 

就業制限や必置義務を伴わないもの 

公証されるもの 

公証されないもの 

企業内以外の職業能力評価 

企業内以外の職業能力評価 

民間職業能力評価 
企業内の職業能力評価 
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また女子、中高年齢者等の再就職のためには再就職のためのカウンセリング、適職の開発と

共に適切な職業能力の評価を行う必要がある。このため、教育訓練の受講歴や実務経験年数に

関係なく誰でも受検できる仕組みを考える必要があろう。 

 

 


